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「改憲」「増税」「社会保障改悪」ＮＯ！を広げよう!! 
4月 7日投票で神奈川県知事選と県議会

議員選挙、政令指定都市議員選挙。4 月 21

日投票で一般市町議会議員選挙がたたかわ

れます。そして参議院選挙は、7月投票でた

たかわれます。 

統一地方選で、「社会保障は公的責任で」

という私たちの社会保障要求の実現を迫る

取り組みをすすめましょう。また自治体に、

安倍政権が行おうとしている、9条改憲スト

ップ、10月からの消費税10％増税の中止、

社会保障削減をやめさせる防波堤の役割発

揮を求める運動を推進しましょう。 

安倍政権の暴走政治をストップさせるた

めに退陣に追い込む。社会保障の改悪に反

対し、改善を迫る。地方・地域でのたたかい

から国に迫る運動として、一斉地方選をた

たかい抜こうではありませんか。  

⚫ 子ども医療費助成と後期高齢者医療に関する  

県議会会派アンケート結果を４Ｐに掲載 

県知事選候補岸牧子さん奮闘中!! 

4月7日投票でたたかわれる県知事選の 

候補者「岸牧子」さんを押し上げようと、 

全県で奮闘が続いています。 

岸さんは、「誰一人とりのこさない」神 

奈川へReBorn（再生）と、次のように訴 

えています。 

安倍政権は9条改憲に執着し、軍事費増強の一方、社会保障

や教育を切り捨てています。くらしと戦争は地続きです。税金

を軍事・基地強化に使わなければ、福祉・医療・教育などに使

えます。本来、医療と教育は無料であるべきです。大企業・富

裕層への減税の一方、働く者の実質賃金は上がらず、大多数が

景気回復を実感していません。今年10月の消費税10％増税

は、経済的弱者を直撃し神奈川の経済も壊すものであり、中止

を求めます。 

持続可能な社会をつくるためには、地球環境を守り、地域の

資源を活かした地域経済の発展、貧困と格差をなくし、「誰一人

とりのこさない」社会・神奈川を実現することが求められてい

ます。県民のみなさんとともに、県政をReBornしましょう。 
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リーマンショックより破壊的な消費税10%はストップを！！ 

 

10 月消費税 10%ストップ!ネットワークかながわが

主催する学習・スタート集会が3月25日に横浜市内で

開かれ、「今、消費税を上げるべきではない」と増税ス

トップ運動の意思統一をしました。15団体150人が参

加しました。 

ネットかながわは 12月 14日に山田洋二映画監督ら

10氏で呼びかけられた「10月消費税 10%ストップ!」

ネットワークのアピールに応えて、税理士の益子良一

さんや県保険医協会の馬場一郎副理事長など 8人の呼

びかけ人で3月13日に結成しました。「ネットかなが

わ」の最初のとりくみとして安倍内閣前官房参与で京都大学大学院教授の藤井聡さんを講師にした学習会とスター

ト集会を開催しました。 

呼びかけ人を代表して開会のあいさつを益子税理士がおこないました。「この神奈川でも消費税 10%が強行された

ら暮らしや経済が立ち行かなくなる。神奈川からも運動を起こそうと準備を進めてきた」と経過を報告し、「藤井

さんの講演を学んで、神奈川でも『10月増税ストップ』の声を広げよう」とあいさつしました。 

消費税は消費に罰金をかけること・・・・・・・・・・・・・・藤井聡教授 

講演で藤井さんは軽妙な関西弁で「消費税は消費に

かける罰金でっせ」、グラフを示しながら「リーマン

ショックや東日本大震災より消費税増税の方が日本

の経済を深刻にしています」とわかりやすく、消費税

増税が日本の経済や暮らしに与える影響を講演しま

した。1997年の 5%増税でGDPの成長が止まり、世

界に占める日本の GDP の割合が 1995 年に 17.6%だ

ったのが、2015 年に 5.8%に下がった事や GDP の成

長率が日本だけマイナスになっていると紹介すると

参加者から驚きの声が出ました。 

最後に藤井さんは処方箋として消費税減税と法人

税増税を提案。「法人税を減税すれば企業はお金を貯

めるが、増税すれば税金に出すより労働者の給与にまわした方がいいと考えるのが経営者。そうすれば消費が増え

て景気が良くなる」と解説すると参加者はうなずいていました。 

二つの選挙で増税勢力に審判を・・消費税10％ストップ！ネット呼びかけ人 

次に5人の呼びかけ人を代表して建設労連の仲野和則会長がアピールと行動提起を提案。呼びかけ人が「インボ

イスは1人親方をつぶしてしまう」「医療では仕入れにかかる消費税が損税として患者と医療機関に負担を押し付

けている」と消費税増税を告発しました。会場からのスピーチでは「消費税増税と社会保障費の削減で生活できな

い。人権裁判を闘っている」「消費税はリストラ促進税。必ず止める」「消費税増税は地域を支えている業者をつ

ぶすもの」と訴えがあり、運動への決意が延べられました。また、「5%増税の時に自殺者が急増したことに驚いた。

こんなことが起こらないようにストップさせたい」などの感想も寄せられました。 

すべての政党と知事候補の事務所にこの集会を知らせ、参加やメッセージを要請したことが報告され、畑野君枝

衆議院議員があいさつし、岸牧子知事候補のメッセージが紹介されました。 

閉会のあいさつに立った保険医協会の馬場副理事長は「二つの選挙で県民の声を示して、増税中止を実現しよう」

と述べ、集会を終えました。96,593円の募金が集まりました。（10%stop!netニュースより転載） 

呼びかけ人の訴え 
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＜市町村国保の保険料（税）調査の状況＞ 4市町で引き下げ、3市町で据え置き！！ 
県社保協として各市町村に対して、2019年度の国民健康保険の市町村保険料（税）率と1人あたり保険料（税）額、国

保会計の剰余金、法定外繰入額と基金の額についての調査を行っています。現在、20市町村から集約され、そのうち引き

下げが、三浦市、秦野市、中井町、真鶴町。据え置きが、相模原市、座間市、山北町です。告示方式の14市町村は、5月

末にならないと確定できませんので、最終集約は、6月初旬ぐらいになります。 

横浜地裁「解雇無効」判決!! 

 

3月26日 横浜地裁は、社会福祉法人ハートフル記念

会が福祉保育労神奈川県本部緑陽苑分会の分会長であ

る佐藤正樹さんに対し提出行うなった昨年 3月 31日付

の諭旨解雇処分が無効であるという判決を下しました。 

法人は懲戒解雇の理由として、佐藤さんがK職員に、

法人を中傷するビラを作成し自らが作成者と名乗り出

るように強要し、脅迫を繰り返した結果、K職員がPTSD

を発症したとしていました。法人の主張を裏づける証拠

が乏しく、裁判所はこの主張を全くの虚偽としました。 

勝利判決を受けて、分会と弁護団は「千葉理事長ら現

執行部は、本日の判決を受けて開き直るのをやめて、佐

藤分会長ら労働組合に自らの非を認めて謝罪し、将来に

向けた労使関係の再建に取り組むべきである」、「行政

関係機関は、これ以上組合攻撃を続ける法人を放置せ

ず、その有する権限を駆使して、法人の健全化を促すべ

きである」と声明を出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 3月 6 日 神奈川国会行動に、10団体56人が参加し、地元国会議員50人への要請行動を行った。 

◆ 3月 7 日 神奈川マイナンバー違憲訴訟の証人喚問が横浜地裁で行われ、100人余が参加。次回期日6月20日。 

◆ 3月 9 日 中央社保協の全国代表者会議が開催され、全国から76人が参加（神奈川から4人参加）。 

◆ 3月12日 2019年神奈川県消費者のつどいが、「子ども達に夢・希望・明るい未来を」～誰もが安心して暮らせる社会

を～テーマに開催され、前川喜平さん(元文部科学事務次官)が講演。午前337人、午後（分科会）260人参加。 

◆ 3月15日 中央社保協による健康保険法等改正案厚労省レクチャーが行われ、10人参加（神奈川から3人参加）。 

◆ 3月20日 10月消費税10％ストップ！ネットワークの院内集会に全国から240人参加（神奈川から10人参加）。15万

4764人分の中止署名を初めて国会に提出し、日本共産党、立憲民主党、自由党の国会議員に手渡した。神奈川保険医協

会の馬場副理事長が、神奈川のネットワークの取り組みを発言した。 

◆ 3月22日 消費税廃止各界連の伊勢佐木町宣伝行動に4団体19人参加。チラシ・ティッシュ300、署名126筆集約。 

◆ 3月25日 長野地裁松本支部は、長野県安曇野市の特養ホーム「あずみの里」で、准看護師が業務上過失致死罪に問わ

れた裁判で有罪判決を言い渡した。介護職場を委縮させる不当な判決であり被告は即日控訴した。 

3 月 25 日に、県後期高齢者医療広域連合議会が開

催され、県社保協からの参加者など全体で 20人ほど

が傍聴しました。またしても、県社保協が提出した「後

期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見

書提出」の陳情書は「不採択」とされました。 

広域連合議会の議員定数は 20 人。日本共産党の白

井正子議員（横浜市）が、「2倍化されると高齢者は受

診しなくなり、かえって重症になり医療費が増えるか

ら国に意見すべき」と陳情に賛同の発言をしました

が、他の議員からはなんらの発言もなく、「不採択」

に同意しました。 

議会として不採択とした理由は、なんら明らかにさ

れていませんが、唯一の答えは、白井さんの質問に、

広域連合長（福田川崎市長）が「全国広域連合協議会

が要望を出しているので神奈川県は出さない」と答弁

したことです。まったく答えになっていません。 

川崎市議会は、3月8日に川崎市社保協が提出した

意見書を求める請願を不採択にしました。自民党と公

明党は「県後期高齢者広域連合議会の中で論議すべ

き」としていました。この議員は、広域連合議会の採

決に先立つ議会運営委員会で「他の議会での扱い」を

聞いただけでした。 

2割化反対の宣伝・署名をおおきく広げ、県・市町

村議会に意見書採択を求める運動をすすめましょう。 
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統一地方選に先立ち、「神奈川県子ども医療費無料化を求める連絡会」と

「75歳以上の医療費窓口負担2倍化反対実行委員会」が県議会会派アンケー

トに取り組みました。残念ながら、無回答の会派が多くなりましたが、今後

の運動に活かしたいと考えています。統一地方選での活用をお願いします。 

 

 

子どもの医療費に関する県議会会派アンケートの回答結果
神奈川県子どもの医療費無料化を求める連絡会

政党・会派名

質問項目

自
民
党

立
憲
民
主
党

公
明
党

国
民
民
主
党

県
政
会

共
産
党

わ
が
町

神
奈
川
ネ

ッ
ト

絆
の
会

愛
甲
ク
ラ
ブ

大
志
会

民
主
み
ら
い

横
浜
緑
の
会

川
崎
県
民
ク
ラ
ブ

【問1】
対象年齢について

引き上げるべき 引き上げるべき※1 その他※3 引き上げるべき

【問1】
①引き上げる場合、何
歳までか

小学校卒まで 中学校卒まで 中学校卒まで

【問1】
②引き上げる場合の実
施時期

早期に実施すべき 早期に実施すべき 早期に実施すべき

【問2】
所得制限について

廃止すべき 廃止すべき※2 その他※3 廃止すべき

【問3】
受診時一部負担金につ
いて

廃止すべき 継続すべき その他※3 廃止すべき

【問4】
国へ助成拡充を働きか
けることについて

必要 必要 必要 必要

【問5】
その他、子ども医療費
助成についての意見

国や基礎自治体とも協力し
て18歳までの医療費無償化
を目指しています。

※3

子どもの医療費助成は、国
の施策として実施すべきで
す。それまでは、広域自治
体である県が責任を持って
実施し、対象年齢は児童福
祉法、児童扶養手当法の趣
旨からもを高校卒業まで拡
大すべきと考えます。受診
抑制防止、給付の平等の観
点から、一部負担金と所得
制限の撤廃は急務です。

《国民民主党》

※1：県ではなく、国の責任で引き上げるべき。

※2：子どもの命は同じであり、廃止すべき。

《県政会》

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

※3：子どもの医療については、きわめて重要な社会課題だと認識しております。アンケートの設問であります「子ども医療費助成」は、非常に大切な課題だと受け止めております。但し、医療・福祉
を含む社会保障政策の議論の内、負担・費用等に関わる議論では、一つの政策だけを取り出して、その一つの政策に対してのみ、〈アンケートに回答をする〉のは難しい側面があります。他の制度
に関する負担・費用等への影響を無視して判断する事については、単純な議論に陥ってしまうのではないかと感じるからです。子どもの医療に関連する他の政策も十分に視野に入れて、社会保障
政策全体の中での十分な議論が必要と考えております。いずれにいたしても、子どもの医療を充実させる事は当然と確信しております。

後期高齢者の医療費窓口負担についての県議会会派アンケートの回答結果

１．私たちの要望「後期高
齢者 の医 療費 窓口 負担 2割
化の 検討 の中 止、 原則 1割
負担の継続」について

賛同できる その他 賛同できる

２．前項1の回答の理由

多くの高齢者
はつつましい
生活を送って
おります。公
的年金の受給
額が毎年減少
するような
中、医療費窓
口負担が2割に
引き上げられ
るのは、その
生活に大きな
影響を与える
と考えるか
ら。

「後期高齢者の医療費窓口負担」
については、論議すべき意義のあ
る大切な課題だと受け止めており
ます。但し、医療・福祉を含む社
会保障政策の論議の内、負担・費
用等に関わる論議では、一つの政
策だけを取り出して、＜アンケー
ト回答＞をするのは難しい側面が
あります。他の制度に関わる負担
や費用への影響を無視して判断す
るのは、単純な論議に陥ってしま
うと感じるからです。高齢者に関
する他の政策も十分に視野に入れ
て、社会保障政策全体の中での十
分な論議が必要と考えておりま
す。

そもそも窓口負担（一部負担金）は、受
診抑制を生む受療権、生存権の侵害に当
たり、本来は撤廃すべきです。窓口負担
は医療費抑制の道具として使われ（引き
上げられ）てきた経緯があり、この事実
が端的にその性格を示しています。保険
料負担を課しつつ「受診」を「益」とみ
なし、受診しない人との“公平”や“他
制度との均衡”を図る等が理由ですが、
応益負担の考え方は社会保障とは相容れ
ません。自治体の努力による老人医療費
無料化の時期もありましたが、制度導入
以前の老人健康保険は1割負担とされて
おり、2割負担化は言語道断です。政府
予算の組み方自体が誤っており、正当化
できる根拠はありません。当面1割負担
としても、無料にすべきです。

３．今後、貴党・貴会派と
の懇談について

懇談に応じる
ことはむずか
しい

懇談に応じる（日程調整がつけ
ば、是非行いたいと思います）

懇談に応じる

■根拠法である高齢者の医療の確保に関する法律を改正し、社会保障であることを明記する。■制度内容もそれにふさわしく改正し、フリーアクセスの保使用
や医療費給付の充実、健康診断や歯科検診の義務化、資格証・短期証の廃止、保険料引き下げと減免制度の拡充（生活困窮減免の創設を含む）、財産権の侵害
である年金天引きの廃止などを図る。■財源割合（公費50％、支援金40％、保険料10％）を見直し、公費を主とした財源構成とする。■運営主体は国として、
原則全国一律の制度とする。広域連合の場合でも、国はもとより都道府県の財政支出の拡大を図る。

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

75歳以上の医療費２倍化反対実行委員会

＜共産党＞後期高齢者医療制度についての意見

横
浜
緑
の
会

川
崎
県
民
ク
ラ
ブ

政党・会派名

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

無
回
答

わ
が
町

神
奈
川
ネ
ッ
ト

絆
の
会

愛
甲
ク
ラ
ブ

大
志
会

民
主
み
ら
い

自
民
党

立
憲
民
主
党

公
明
党

国
民
民
主
党

県
政
会

共
産
党

質問事項

西湘社保協は、県議候補に対して、75歳以上の

医療費2倍化についてアンケートをとり、予定候

補の佐々木ナオミ（立憲民主）さんから「賛同」

の回答がありました。 


